
 

 

公募要領 

 

１．事 業 名 
令和６年度デジタル動画を活用した運動部活動・地域クラブ活動のサポート体制の

構築に向けた実践研究事業 
 
２．事業の趣旨 

スポーツ庁では現在、学校の運動部活動の地域連携・地域移行の改革を進めている
が、単にこれまでのスポーツ活動を地域にスライドするだけでなく、持続可能な形で
子供たちが多様なスポーツ活動に親しむ環境をあわせて構築していくことが極めて重
要である。 
 その際、地理的・人的要因によるスポーツ体験格差を生まないことが極めて重要で
あり、そのためには、各競技共通の基盤となる要素と、各競技に特化した基礎的・専
門的な要素の双方について、デジタル技術を駆使したスキル学習動画等を活用できる
システムを形成することが必要である。 

こうした課題に対応すべく、統括団体の加盟団体を中心として、法人格を有する団
体（スポーツ団体・大学・民間企業等を含む）等が持つノウハウの活用によるデジタ
ルコンテンツの充実と、活用促進により、部活動や地域クラブ活動の支援体制を強化
し、生徒が主体的に学ぶ環境を整備するための取組を行う。 
  

 
３．事業の内容 

 本事業では、（１）自主学習用の動画コンテンツの収集・整理等事業、（２）動
画コンテンツの活用促進事業に取り組む。（１）及び（２）の実施にあたっては、
複数の有識者の意見を踏まえるとともに、スポーツ庁と十分に協議の上、事業を進
めること。 

詳細は以下の通り。 
 

（１）自主学習用の動画コンテンツの収集・整理等事業 
中学生年代の生徒を対象に、子供たちが部活動や地域のクラブ活動等において運

動やスポーツを実施する際の参考となる自主学習用の動画コンテンツを収集・整理
すること。 
動画コンテンツの収集に当たっては、以下のコンテンツを活用することとし、ど

のようなコンテンツがあるかを把握するとともに、活用に当たって必要となる調整
を行うこと。 
 

①  国の予算事業の成果物として作成されたコンテンツ 
② 「公益財団法人日本スポーツ協会（ＪＳＰＯ）」、「公益財団法人日本オリン

ピック委員会（ＪＯＣ）」、「公益財団法人日本パラスポーツ協会（ＪＰＳ
Ａ）」（以下「ＪＳＰＯ等」という。）及び、加盟団体が作成したコンテンツ 

③ 法人格を有する団体が作成したコンテンツのうち、ＪＳＰＯ等の加盟団体が連
携等をしているもの 

 
その際に、動画コンテンツの掲載・削除規定を定めるとともに、それらに合致す

る動画コンテンツを収集、整理すること。収集する動画コンテンツについては、事
実や法令及び公序良俗に反するものでないこと、特定の政党や宗派又はその主義や



 

 

信条に偏っていたり、それらを非難していないこと、その他、例えば最新のスポー
ツ医科学に基づくなど、子供の心身の健康や安全及び健全な育成について、必要な
配慮が行われているものであること。また、子供たちが体育授業等で学んでいる
「学習指導要領（保健体育）」の内容と齟齬が生じないこと等に留意することとす
る。 

なお、動画コンテンツの要件は以下に例示するが、収集・活用するコンテンツ
についてより適したものがあれば提案すること。 

 
＜活用する動画コンテンツの要件＞ 
 ○子供たちが、スポーツ分野において、自らが設定した課題を解決する際に

資するもの 
 ○各競技の基礎的な知識の習得に資するもの 
  例：安全対策（怪我等の防止）や応急処置、適切なウエアやシューズ、ル

ールとその活用の仕方、スポーツの歴史・背景・記録など 
 ○各競技の基礎的・専門的な技術の習得に資するもの 
 ○その他、子供の学びに資するもの 

  
また、動画コンテンツは、①各競技の基礎的な知識の習得に資するもの、②基礎

的・専門的な技術の習得に資するものを収集・整理することとし、競技種目あたり 
①と②を少なくとも各１本ずつ、２～３競技種目（合計４～６本）を目安とする
が、各団体のコンテンツ保有状況等も踏まえながら、最終的な本数についてはスポ
ーツ庁と協議の上決定することとする。 
 

 
（２）動画コンテンツの活用促進事業 

（１）で収集・整理した動画コンテンツの活用促進を図るため、スポーツ庁 HP
への掲載を検討している。HP への掲載にあたり、子供たちの関心を集め、活用し
たくなるような HP デザインを検討・作成すること。公開ページは、子供たちがタ
ブレット端末等を用いて、自ら楽しく興味を持って学べる動画コンテンツを提供す
る WEB ページを想定しており、ページの構成については、主に中学生が使いやすい
デザイン、機能を備えた構成とすること。 
スポーツ庁の他の予算事業（「令和６年度地域における子供たちの多様なスポー

ツ機会創出支援事業」）で作成（５本程度）予定の動画コンテンツについても掲載
する予定であり、その前提で事業を実施すること。 

想定される公開ページの要件の内容は以下に例示するが、より事業の効果を高め
る工夫等があれば提案することとし、スポーツ庁と協議の上、最終決定を行うもの
とする。また、今後、事業の進捗やセキュリティ上の観点等から、変更の可能性が
ある。これらについては都度、委託者と協議し了解を得たうえで、公開等を実施す
ること。 

※なお、最終的に新規ページの公開を行う際には文部科学省 HP の形式に沿った
形で公開をする予定。（必要に応じて文部科学省 HP の維持管理を実施する委
託業者と調整のうえ公開すること） 

 
 

   ＜動画コンテンツ掲載ページの要件＞ 
   ・サイトコンセプトを反映し、利用者が親しみを感じやすいサイト名称、通

称、ロゴマーク、バナー画像等を提案すること 
   ・中学生が自分で操作できる使いやすさ、興味を引く内容及びデザインである    



 

 

こと 
   ・スマートフォンやタブレットでも閲覧可能な仕様とすること 
 

併せて、当該ページが多くの子供たちに活用されるための情報発信方策につい
ても提案をすること。 

 
４．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 
   なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要

な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 
（２）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中

の者でないこと。 
 

５．委託先 
  上記３．の全ての事業を実施することができる法人格を有する団体に委託する。 
 
６．事業期間、事業規模、採択予定件数 
  事業期間：契約締結日～令和７年３月３１日（月） 
  事業規模：１件当たり１，０００万円程度 
  採 択 数：１件（予定） 採択件数は審査委員会が決定する。 
 
７．選定方法及び選定結果の通知 

審査は、本委託事業を選定するための審査委員会を設置して行う。審査方法つい
ては別添「審査基準」のとおり。選定終了後、１０日以内に全ての提案者に選定結
果を通知する。 

 
８．公募説明会の開催 
  開催日時：令和６年７月５日（金） １４時００分 
  開催場所：オンライン 

 
説明会への参加を希望する者は、専用フォームより必要事項を記入の上、令和

６年７月４日（木）１８時までに、事前登録を行うこと。 
なお、登録時に入力を求める情報は、参加登録の確認及び、説明会参加 URL の送

付のみに使用し、他の用途には使用しない。また、企画競争の参加に当たって、本
説明会への参加は任意とする。 
※フォームに接続できない等あれば、以下問い合わせ先まで連絡すること。 

 
〈参加申し込みフォーム〉 
https://forms.office.com/r/vKtH6EWQE2 
 
 
 
 
 
 
 
９．参加表明書の提出 
本企画競争においては、参加表明書の提出は要しない。 

https://forms.office.com/r/vKtH6EWQE2


 

 

 
10．企画提案書等の提出方法等 

（１）提出場所及び問い合わせ先 
    〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 
     スポーツ庁地域スポーツ課企画係 
         ＴＥＬ：０３－５２５３－４１１１（代）（内線２６７３） 
     E-mail：tiikisport@mext.go.jp 
 
   ※公募期間中の質問・相談等については、当該者のみが有利となるような質問

等については回答できない。質問等に係る重要な情報はホームページにて公
開する本件の公募情報に開示する。 

 
（２）提出方法 

①  用紙サイズは A４判、横書きとする。 
② 提出は電子メールにデータを添付の上、上記（１）に示すアドレス宛に提

出すること。 
※メール送信上の事故（未達等）については、当方は一切の責任を負わない。   

 
（３）提出書類 

① 企画提案書（別添様式を参照） 
② 申請団体の概要 
  要覧、会社案内、役員名簿等を提出すること。 
③ 最新の財務諸表 
④ 審査基準にある「ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」の認

定等を受けている場合はその写し 
⑤ 誓約書（別添様式１） 
  ※ただし、本企画競争に参加を希望する者が国立大学法人及び独立行政法

人の場合は提出不要 
⑥ 企画提案書の概要を一枚でまとめたパワーポイント資料（ポンチ絵） 
⑦ その他必要と思われる資料（様式自由） 

 
（４）提出期限 

    令和６年７月２２日（月）１３時必着 
※ 上記（３）に示す全ての提出書類をこの期限までに提出すること。 
※  提出期限を過ぎてからの書類の提出及び提出期限後の書類の差替えは

認めない。 
 
11．誓約書の提出 

（１）本企画競争に参加を希望する者は、企画提案書の提出時に、暴力団等に該当
しない旨の別添の誓約書を提出すること。また、企画提案書の内容に業務を
別の者に再委託する計画がある場合はその再委託先も誓約書を提出するこ
と。 

（２）前項の誓約書を提出しない者、虚偽の誓約をした者及び誓約書に反すること
となったときは、当該者の企画提案書は無効とするものとする。 

（３）前２項は、本企画競争に参加を希望する者が国立大学法人及び独立行政法人
の場合は適用しない。 

 
 
12．契約締結に関する取り決め 

mailto:tiikisport@mext.go.jp


 

 

選定の結果、契約予定者と委託事業実施計画書等を基に契約条件を調整するもの
とする。なお、契約金額については、委託事業実施計画書等の内容を勘案して決定
するため、企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではないことに留意
すること。また、契約条件が合致しない場合には、契約締結を行わない場合があ
る。 

国の契約は、会計法により当事者双方が契約書に押印しない限り確定しないた
め、たとえ本事業に採択されたとしても双方が契約書に押印していない間は事業に
着手することはできない。したがって、それ以前に採択者が要した経費についても
国は負担することはないため、その点について十分留意するとともに、採択後は迅
速に契約締結を進めて行くこと。なお、業務の一部を別の者に再委託する場合は、
この旨再委託先にも十分周知すること。 

 
13．スケジュール（予定）※仮 
 （１）公募開始：令和６年６月 ２８日（金） 
 （２）公募締切：令和６年７月 ２２日（月）１３時必着 

（３）審  査：令和６年７月 下旬頃 
（４）採択決定：令和６年８月 中旬頃 
（５）契約締結：令和６年８月 下旬頃 

 
14．その他 

（１）企画提案書等の作成費用は選定結果にかかわらず企画提案者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書等については返却しない。 

（３）採択件数は現時点の予定であり増減する場合がある。最終的な採択件数は審

査委員会が決定する。 

（４）事業実施にあたっては、契約書及び業務計画書等を遵守すること。また、女

性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定など企画提案書

に記載した事項について、認定の取り消しなどによって記載した内容と異な

る状況になった場合には速やかに発注者に届け出ること。 

（５）再委託先が子会社や関連企業の場合、利益控除等透明性を確保すること。ま

た、再委託費以外の全ての費目においても、受託者の子会社や関連企業への

支出に該当する経費については、再委託費と同様の措置を行うか、取引業者

選定方法において競争性を確保することで、価格の妥当性を明らかにするこ

と。 

（６）再委託先や事業費による支出先に取引停止期間中の者を含めないこと。 

（７）審査終了後ただちに採択者と契約に向けた手続きに入る。すみやかに契約締

結するため、遅滞なく以下の書類を提出すること。事業の実施にあたって再

委託が予定されている場合は再委託先にも周知しておくこと。 

   〔契約締結にあたり必要となる書類〕 

･ 事業計画書（委託事業経費予定額内訳を含む） 

･ 委託事業実施経費（再委託に係るものを含む）の積算根拠資料 

 （人件費、消耗品、借損料、旅費支給規程、謝金単価表、見積書など） 

･ 再委託に係る委託業務経費内訳 

･ 別紙（銀行口座情報） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和６年度デジタル動画を活用した運動部活動・地域クラブ活動のサポート体制の構築

に向けた実践研究事業 

審 査 基 準 

 
Ⅰ 審査方法 

 審査は、本委託事業を選定するための審査委員会を設置し、書類選考と面接選考により審査

を行う。なお、審査期間中に企画提案の内容について追加資料を求める場合がある。 

 
Ⅱ 評価方法 

 評価は、企画提案ごとにそれぞれ「絶対評価」にて行うものとする。各審査委員は、Ⅳに示

す評価項目ごとに、Ⅴに示す評価基準に基づき点数化する。そして、各委員の合計点のうち最

高点と最低点を付けた審査委員の点数を除いた残りの合計点を平均した点数がその企画提案

の評価点となる。 

 
Ⅲ 採択案件の決定方法 

 原則として最も得点の高い者から順番に採択するものとする。採択件数は公募時点の予定件

数であり、審査委員会の決定により増減する場合がある。 

 なお、評価点の平均が２４点に満たない場合は不合格とする。 

 
Ⅳ 評価項目 

 １．事業内容に関する評価 

（１）本事業の趣旨・目的をよく理解し、公募要領に定める事業内容について全て提案 

   され、実現性・妥当性があること。 

（２）事業の実施スケジュールが具体的かつ実現可能なものであること。 

（３） 事業の実施方法が具体的かつ適切であり、その効果が期待できること。 

（４）事業の成果を高めるために効果的な工夫がなされており、今後の発展に寄与する提案が 

なされていること。例えば、文部科学省との連携が取れるような提案となっていること。 

（５）不要な経費が計画に入っていないこと。経費の設定（特に人件費、謝金、旅費）が妥当 

であること。全体経費のうち再委託費が大部分を占めていないこと。 

 

２．事業の実施体制に関する評価 

（１）事業実施・事業管理に必要な人員・組織体制が整っていること。 

   （２）事業を適切に遂行するために必要な実績・ノウハウ等を有していること。 

（３）事業実施メンバーが当該分野及び関連分野に関する知識・知見を有していること。 

 

３．ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価 

 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等又は内閣府男女共同参画局

長の認定等相当確認を有していること。 

 

Ⅴ 評価基準 

１．評価項目の「１.事業内容に関する評価」及び「２.事業の実施体制に関する評
価」については以下の５段階評価にて採点を行う。 

 
大変優れている＝５点  優れている＝４点  普通＝３点 

やや劣っている＝２点  劣っている＝１点 



 

 

 
２．評価項目の「３.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価」については

以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内
閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相
当する各認定等に準じて評価する。 

 

○えるぼし認定等（女性活躍推進法） 

 ・認定段階１（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝１点 

 ・認定段階２（労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと）＝１．５点 

 ・認定段階３＝２点 

 ・プラチナえるぼし認定＝３点 

 ・行動計画策定済（女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務が無い事業

主（常時雇用する労働者の数が１００人以下のもの）に限る（計画期間が満了してい

ない行動計画を策定している場合のみ）））＝０．５点 

○くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業（次世代育成支援

対策推進法（次世代法）） 

 ・くるみん認定①（平成 29 年 3 月 31 日までの基準）（次世代法施行規則等の一部を改

正する省令（平成２９年厚生労働省令第３１号。以下「平成２９年改正省令」という。）

による改正前の次世代法施行規則第４条又は平成２９年改正省令附則第２条第３項の

規定に基づく認定）＝１点 

 ・トライくるみん認定＝１．５点 

 ・くるみん認定②（平成 29 年 4 月 1 日～令和４年 3 月 31 日までの基準）（次世代法施

行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 185 号。以下「令和３年改正

省令」という。）による改正前の次世代法施行規則第４条又は令和３年改正省令附則

第２条第２項の規定に基づく認定（ただし、①の認定を除く。））＝１．５点 

 ・くるみん認定③（令和 4 年 4 月 1 日以降の基準）（令和３年改正省令による改正後の

次世代法施行規則第４条第１項第１号及び第２号の規定に基づく認定）＝１．５点 

 ・プラチナくるみん認定＝３点 

○ユースエール認定（若者雇用促進法） 

 ・ユースエール認定＝２点 

○上記以外＝０点 

 


